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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成22年6月3日(2010.6.3)

【公開番号】特開2008-288652(P2008-288652A)
【公開日】平成20年11月27日(2008.11.27)
【年通号数】公開・登録公報2008-047
【出願番号】特願2007-128868(P2007-128868)
【国際特許分類】
   Ｈ０３Ｈ   9/145    (2006.01)
   Ｈ０３Ｈ   9/25     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０３Ｈ   9/145   　　　Ｃ
   Ｈ０３Ｈ   9/25    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成22年4月21日(2010.4.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水晶基板のカット面および弾性波伝搬方向をオイラー角表示で（０°，θ，ψ）とする
とき、ψが約＋９０度または約－９０度である前記水晶基板に少なくとも一つのＩＤＴ電
極を配置してなるＳＨ型バルク波共振子であって、
　前記ＩＤＴ電極がアルミニウムであって、
　オイラー角表示の前記角度θが０°≦θ≦９５°または１５１°≦θ≦１８０°であり
、
　前記水晶基板の厚みをｔ、前記弾性波の波長をλとしたとき、規格化基板厚みｔ/λが
ｔ/λ≦４であることを特徴とするＳＨ型バルク波共振子。
【請求項２】
　請求項１に記載のＳＨ型バルク波共振子において、
　前記規格化基板厚みｔ/λがｔ/λ≦１．２７５であって、
　前記ＩＤＴ電極の膜厚をＨとしたときの規格化電極厚みＨ/λが０．０００１≦Ｈ/λ＜
０．０４であって、かつオイラー角表示の前記角度θが次式、
　　１１６．６６７×（Ｈ/λ）2－２８．８３３×（Ｈ/λ）＋３９．３≦θ≦８０．０
０×（Ｈ/λ）2－２５．６×（Ｈ/λ）＋４０．１４
を満足することを特徴とするＳＨ型バルク波共振子。
【請求項３】
　請求項１に記載のＳＨ型バルク波共振子において、
　前記規格化基板厚みｔ/λがｔ/λ＞０、前記ＩＤＴ電極の膜厚をＨとしたときの規格化
電極厚みＨ/λが０．０４≦Ｈ/λ≦０．０５であって、かつオイラー角のθが次式、
　　１１６．６６７×（Ｈ/λ）2－２８．８３３×（Ｈ/λ）＋３９．３≦θ≦８０．０
０×（Ｈ/λ）2－２５．６×（Ｈ/λ）＋４０．１４
を満足することを特徴とするＳＨ型バルク波共振子。
【請求項４】
　請求項１に記載のＳＨ型バルク波共振子において、
　前記規格化基板厚みｔ/λがｔ/λ≦４、前記ＩＤＴ電極の膜厚をＨとしたときの規格化
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電極厚みＨ/λがＨ/λ≦０．０５であって、かつオイラー角のθが次式、
　　１１６．６６７×（Ｈ/λ）2－２８．８３３×（Ｈ/λ）＋３９．３≦θ≦８０．０
０×（Ｈ/λ）2－２５．６×（Ｈ/λ）＋４０．１４
を満足することを特徴とするＳＨ型バルク波共振子。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明では、前記規格化基板厚みｔ/λがｔ/λ＞０、前記ＩＤＴ電極の膜厚をＨとした
ときの規格化電極厚みＨ/λが０．０４≦Ｈ/λ≦０．０５であって、かつオイラー角のθ
が次式、１１６．６６７×（Ｈ/λ）2－２８．８３３×（Ｈ/λ）＋３９．３≦θ≦８０
．００×（Ｈ/λ）2－２５．６×（Ｈ/λ）＋４０．１４を満足することが望ましい。ま
た、ある実施形態では、前記規格化基板厚みｔ/λがｔ/λ≦４、前記ＩＤＴ電極の膜厚を
Ｈとしたときの規格化電極厚みＨ/λがＨ/λ≦０．０５であって、かつオイラー角のθが
次式、１１６．６６７×（Ｈ/λ）2－２８．８３３×（Ｈ/λ）＋３９．３≦θ≦８０．
００×（Ｈ/λ）2－２５．６×（Ｈ/λ）＋４０．１４を満足することが望ましい。
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